
 

1 

 

新発田市教育委員会 平成 2７年 3 月臨時会（第２回）会議録 

 

 

〇 議事日程 

 

  平成 26 年 3 月 19 日（木曜日） 午前 11 時 00 分  開 会 

  豊浦庁舎 2 階教育委員会会議室 

 

  日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 

  日程第２ 会期について 

 

  日程第３ 前回臨時会会議録の承認について 

 

  日程第４ 議 題 

 

      議第 １号 教育委員会事務局職員及び教育機関職員の人事異動について 

 

議第 ２号 新発田市教育長の職務専念義務の特例に関する規則の制定について 

 

議第 ３号 新発田市教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則について 

 

議第 ４号 新発田市教育委員会教育長に対する事務委任及び専決規則の一部を改正す

る規則について 

 

議第 ５号 新発田市教育委員会会議規則の全部改正について 

 

議第 ６号 土曜授業の実施に係る週休日の振替等の特例承認申請について 

 

     

   日程第５ その他 

 

〇 会議に付した事件 

 

  議事日程に同じ 

 

〇 出席委員 
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関 川  直  委 員（委員長） 

 

鈴 木 佳 秀 委 員（委員長職務代理者） 

 

外 山 陽 子 委 員 

 

籠 島 由美子 委 員 

 

 大 山 康 一 委 員（教育長） 

 

〇 欠席委員 

  なし 

  

〇 説明のため出席した者 

 

  政策調整監    高 澤 誠太郎 

 

  教育総務課長   杉 本 茂 樹 

 

  学校教育課長   澁 谷 一 男  

 

○ 書 記 

 

教育総務課長補佐 

           松 田 和 幸   

○ 資料確認 

 

○ 関川委員長    

それでは、ただ今から教育委員会平成２７年３月臨時会を開会します。 

 

日程第１ 会議録署名委員の指名について 

 

○ 関川委員長    

日程第１ 会議録署名委員の指名についてでありますが、外山委員、籠島委員を

指名します。 

 

日程第２ 会期について 
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○ 関川委員長    

日程第２ 会期についてでありますが、１日とします。 

 

日程第３ 前回臨時会会議録の承認について 

 

○ 関川委員長    

日程第３ 前回臨時会（３月６日）会議録の承認についてお諮りします。 

すでに送付してあります会議録について、御質問等ありますか。 

 

○ 関川委員長     

なければ、承認の方の挙手をお願いします。 

 

○ 関川委員長     

挙手全員でありますので、前回臨時会会議録は承認されました。 

 

日程第４ 議 題 

日程第４ 議題に入ります。 

議第 1 号 教育委員会事務局職員及び教育機関職員の人事異動について、議題と

しますが、人事案件にかかる議事ですので、秘密会として審議したいと思います。 

          なお、説明のため高澤政策調整監と杉本教育総務課長の同席をお願いします。 

          秘密会を開くことに賛成の方の挙手をお願いします。 

 

○ 関川委員長    

挙手全員でありますので、秘密会で審議することに決定しました。 

 

○ 関川委員長    

では、同席をお願いする職員以外は退席をお願いします。 

 

【他職員退室】 

 

【審 議】 

 

（秘密会の場合、新発田市教育委員会会議規則第 44条の規定に基づき審議内容は会

議録に記載しない） 

 

○ 関川委員長    

審議は終わりましたので秘密会を閉じます。 
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【退室職員は戻る】 

 

○ 関川委員長 

これより議第 1 号 教育委員会事務局及び教育機関の人事異動について、採決を

行います。賛成の方の挙手をお願いします。 

 

○ 関川委員長    

挙手全員でありますので、議第 1 号 教育委員会事務局及び教育機関の人事異動

について、可決し、同意することとします。 

 

○ 関川委員長      

次に、議第 2 号 新発田市教育長の職務専念義務の特例に関する規則の制定

について、議題とします。 

杉本教育総務課長より説明をお願いします。 

 

○ 杉本教育総務課長 

【資料に基づき説明】 

 

○ 関川委員長    

          何か御質問等ありますか。 

 

◯ 関川委員長 

     ないようですので、議第 2 号 新発田市教育長の職務専念義務の特例に関する規

則の制定について、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

○ 関川委員長 

      異議がないようですので、議第 2 号 新発田市教育長の職務専念義務の特例に関

する規則の制定について、承認することとします。 

 

○ 関川委員長      

次に、議第 3 号 新発田市教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則について、

議題とします。 

杉本教育総務課長より説明をお願いします。 

 

○ 杉本教育総務課長 

【資料に基づき説明】 
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○ 関川委員長    

          何か御質問等ありますか。 

 

◯ 関川委員長 

          ないようですので、議第 3 号 新発田市教育委員会傍聴規則の一部を改正する規

則について、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

○ 関川委員長 

       異議がないようですので、議第 3 号 新発田市教育委員会傍聴規則の一部を改正

する規則について、承認することとします。 

 

○ 関川委員長      

次に、議第 4 号 新発田市教育委員会教育長に対する事務委任及び専決規則の

一部を改正する規則について、議題とします。 

杉本教育総務課長より説明をお願いします。 

 

○ 杉本教育総務課長 

【資料に基づき説明】 

 

○ 関川委員長    

          何か御質問等ありますか。 

 

○ 関川委員長   

 第５条が付け加えられた趣旨はなんですか。 

 

○ 杉本教育総務課長 

             新しく改正された地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で、教育長に委任

された権限を行使するにあたって教育委員会に報告しなければならないという定め

があり、それを受け、具体的に表記したものであります。  

  

○ 関川委員長 

          ほかに御質問等ありますか。 

  

 

◯ 関川委員長 

     ないようですので、議第 4 号 新発田市教育委員会教育長に対する事務委任及び

専決規則の一部を改正する規則について、原案のとおり承認してよろしいでしょう

か。 
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○ 関川委員長 

      異議がないようですので、議第 4 号 新発田市教育委員会教育長に対する事務委

任及び専決規則の一部を改正する規則について、承認することとします。 

 

○ 関川委員長      

次に、議第 5 号 新発田市教育委員会会議規則の全部改正について、議題とし

ます。 

杉本教育総務課長より説明をお願いします。 

 

○ 杉本教育総務課長 

【資料に基づき説明】 

 

○ 関川委員長    

          何か御質問等ありますか。 

 

○ 関川委員長 

         現行規則では条文が 49 条あるが、改正案では 16 条となり、非常にスリムで現実に

合った形で改正されるということですね。 

 

○ 杉本教育総務課長 

          そうです。 

 

○ 関川委員長 

          ほかに御質問等ありますか。 

 

◯ 関川委員長 

          ないようですので、議第 5 号 新発田市教育委員会会議規則の全部改正について、

原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

○ 関川委員長 

      異議がないようですので、議第 5 号 新発田市教育委員会会議規則の全部改正に

ついて、承認することとします。 

 

○ 関川委員長      

次に、議第 6 号 土曜授業の実施に係る週休日の振替等の特例承認申請について、

議題とします。 

澁谷学校教育課長より説明をお願いします。 
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○ 澁谷学校教育課長 

【資料に基づき説明】 

 

○ 関川委員長    

          何か御質問等ありますか。 

 

○ 関川委員長    

           学校現場へはいつ頃どういう形でお知らせしますか。    

 

○ 澁谷学校教育課長 

          小中校長会長へはお知らせしていますが、4 月の校長会でこの通知と趣旨を説明し

御理解いただきたいと考えております。 

          申請はしてあり、できる環境にあるので、学校判断で実施できますという説明をさ

せていただこうと考えています。 

 

○ 関川委員長 

          学校での年間行事計画を立てるのはこれからですが、学校の方で 3 月 23 日までに

決めなくても、新発田市の方であらかじめ申請し、環境を整えておくということです

ね。 

 

○ 澁谷学校教育課長 

         そのとおりです。 

 

○ 籠島委員 

          運動会など学校行事が土曜日に行われた場合、今までは月曜日が振替になったりし

ていますが、この制度に合わせると、ずっと後の長期休業期間に振替をとることにな

るのですか。 

 

○ 澁谷学校教育課長 

          現行でも前４週、後１２週で行っているので、６月で運動会をした場合、振替は７

月でもできるのですが、多くの学校は児童生徒、職員の疲労など考慮し、終わった後、

１週間の中で振替を行っています。 

          今後は、後ろ１６週まで拡大されるということですが、イコール長期休業期間中に

振替をとらなければいけないということではありません。 

 

○ 関川委員長 

勤務時間の割り振りに関わることでもあります。 
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○ 外山委員 

          夏季休業期間で振替を取得しなさいとも受け取れる気がします。 

 

○ 澁谷学校教育課長 

            資料 22 ページの Q&A に「土曜授業の実施」に限られますということであります

ので、先ほど校外学習や授業参観等を例に挙げて説明していましたが、誤りでありま

したので訂正させていただきます。 

 

○ 関川委員長 

           この申請は学校行事と分けて考えているということですね。 

 

○ 大山教育長 

           授業参観は土曜授業にならないのですか。 

 

○ 澁谷学校教育課長 

           土曜日の授業参観と土曜授業の趣旨とは違うようには思えますが、県教委に確認

した上で手続きに入りたいと思います。 

 

○ 関川委員長 

            PTA 事業や学校行事の一環としての授業日と純然たる授業日とどう分けて考え

るのか確認をとるようお願いします。 

 

○ 関川委員長 

           ほかに御質問等ありますか。 

 

◯ 関川委員長 

      ないようですので、議第 6 号 土曜授業の実施に係る週休日の振替等の特例承

認申請について、原案のとおり承認してよろしいでしょうか。 

 

○ 関川委員長 

       異議がないようですので、議第 6 号 土曜授業の実施に係る週休日の振替等の

特例承認申請について、承認することとします。 

 

日程第５ その他 

 

○ 関川委員長 

次にその他について何かありますか。 
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○ 関川委員長    

なければ、以上で平成 27 年新発田市教育委員会 3 月臨時会（第 2 回）を閉会し

ます。 

 

 

 

   

                           午前 12 時 00 分 閉会 

 

平成  年  月  日 

 

 

        新発田市教育委員会委員長 

 

                 委 員 

 

委 員 
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